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沖縄県の都市計画区域
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(２市２町１村で構成)

南城都市計画区域
(５市４町２村で構成)

線引き都市計画区域 非線引き都市計画区域

１．都市計画制度の構造

※区域区分を定めているのは
那覇広域都市計画区域のみ
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都市計画制度
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１．都市計画制度の構造

都市計画制度とは

日本では、「都市計画法」により、まちづくりのルールが定められています。

「都市計画法」は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市
計画事業、その他都市計画に関し必要な事項を定めることで、都市の健全な
発展と秩序ある整備を図り、それによって国土の均衡ある発展と公共の福祉
の増進に寄与することを目的としています。

都市計画の土地利用計画は、住宅、店舗、事務所、工場など、競合するさ
まざまな土地利用を秩序立て、効率的な都市活動の増進、優れた環境の保護、
特色ある街並みの形成などを目的とした「まちづくりのルール」となります。

都市計画制度の概要

都市計画は数多くのメニューが用意されており、それを地方公共団体が地
域の実情によって指定していく制度となります。

土地利用に関しては大枠を決める仕組みから、きめ細かなまちづくりをす
るための仕組みまで、数多くの制度が用意されており、それらを組み合わせ
て活用することで、地域のルールが作られております。
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都市計画制度の体系
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１．都市計画制度の構造

地区計画

土地利用規制
(地域地区)

-用途地域
-特別緑地保全地域
-歴史的風土保全地区
-･････

都市施設

-道路
-都市公園
-下水道
- ･････

市街地開発事業

-土地区画整理事業
-市街地再開発事業
- ･････

都市再開発の方針 等都市再開発の方針 等

市町村マスタープラン（市町村の都市計画に関する基本的な方針）

区域区分

都市計画区域都市計画区域

区域マスタープラン(県)（整備、開発及び保全の方針）
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１．都市計画制度の構造

都市計画制度の構造
市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域

工業地域

準工業地域

鉄道

道路

土地区画整理事業

市街地再開発事業

地区計画

都市計画区域

商業地域

第一種住居地域第一種低層住居専用地域

公園 地区計画

区域区分
（県決定）

地域地区【例：用途地域】
（市町村決定）

都市施設
市街地開発事業

地区計画
（市町村決定）

都市全体の
計画の見取り図
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都市計画区域と区域区分制度のイメージ
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１．都市計画制度の構造

都市計画区域（区域区分）

市街化調整区域

（市街化を抑制）

市街化区域
（優先的かつ計画的に市街化）

都市計画区域外

区域区分制度は、道路・公園・下水道などの基盤整備について、
公共投資を効果的に行いつつ、良質な市街地の形成を図る目的
で、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する
ものである。


